
※

※犯罪収益移転防止法／第 25・26条

普通預金等を

新規に開設されるお客さまへ

　当金庫は、全国的に多発する口座の売買

や不正使用等の犯罪行為を防止するため、

新規口座の開設時に、すべてのお客さまか

ら「口座売買等を行わない旨の同意印」を

いただくことといたしました。

　金融機関の社会的責任を果たす取組みの

一つですので、皆さま方のご理解とご協力

をいただきますようお願い申しあげます。

以上

（平成 22年 10月 21日現在）

口座の売買は、法律で禁止されています※


